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2021年度税制改正では、新型コロナウイルス感染症 （以下、「COVID-19」という）
の感染拡大を受け、政府・与党一丸となってウィズコロナ・ポストコロナの新しい
社会をつくり、デフレ脱却と経済再生を確かなものとしていく必要があるとの認識
のもと、「研究開発税制」及び「人材確保等促進税制」（改正前の「賃上げ及び投資の
促進に係る税制」）が改正されました。また、収益が拡大しているにもかかわらず、
賃上げも投資も消極的な大企業に対しては一部の租税特別措置の適用を停止する
措置の適用期限の延長や、外国法人から受ける配当等に係る外国源泉税等の取扱
いの改正が行われました。2020年度税制改正における外国税額控除制度の改正
の適用も始まります。
本稿では、大企業（主に資本金1億円超の法人）の2022年3月期の税務申告に影響
のある5項目にフォーカスして改正のポイントを解説するとともに、2021年度税制
改正において創設された改正産業競争力強化法に基づく3つの税制措置及び「株
式対価M&Aを促進するための措置」についてもお知らせいたします。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

  POINT 1

研究開発税制について、一般型税額控除制度における税額控除率の見直しや
控除上限額の引上げ、オープンイノベーション型税額控除制度における対象範
囲の拡大、研究開発税制の対象となる試験研究費の額の見直しが行われた。

  POINT 2

継続雇用者に対する給与等支給額の増加や一定額以上の国内設備投資等に
着目した従来の大企業向けの「賃上げ及び投資の促進に係る税制」が、新規雇
用者に対する給与等支給額の増加等に着目した 「人材確保等促進税制」に見
直された。

  POINT 3

内国法人が外国法人から受ける配当等に係る外国源泉税等の取扱いについ
て、損金算入の可否や外国税額控除制度の適用の可否が見直された。

  POINT 4

外国税額控除制度の対象とならない外国法人税の額が拡大された。
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Ⅰ

研究開発税制

1. 一般型税額控除制度

COVID-19の感染拡大局面においても、
積極的に研究開発投資を維持・拡大する
企業を後押しするため、一般型税額控除
制度（試験研究費の額に税額控除率を乗
じた金額を法人税額から控除する制度）
について、税額控除率の見直しや控除上
限額の引上げ等が行われました。
研究開発税制は青色申告法人に広く適

用できる制度（恒久措置）ですが、本稿で
は、大企業（「 III. 租税特別措置の適用制
限」の対象となる法人を除く）の2021年4月
1日～2023年3月31日までの間に開始する
各事業年度について適用される制度につ
いて解説します。

（1） 原則
税額控除率と控除上限額は、図表1～2

のとおりです。

（2）  試験研究費割合10％超の場合の 
特例

試験研究費割合が10％を超える場合に
は、図表3の2つの上乗せ措置を適用する
ことができます（双方の併用も可能です）。

用語の意義
• 大企業：中小企業者以外の法人
• 中小企業者：以下のいずれかに該当す
る法人（適用除外事業者を除く。）

 （ⅰ）  資本金の額が1億円以下の法人（以
下の法人を除く。）

  ・  発行済株式の総数の2分の1以
上が同一の大規模法人（資本金
の額が1億円を超える法人等）に
所有されている法人

  ・  発行済株式の総数の3分の2以
上が大規模法人に所有されてい
る法人

 （ⅱ）  資本又は出資を有しない法人の

うち常時使用する従業員の数が
1,000人以下の法人

• 適用除外事業者：その事業年度開始の
日前 3年以内に終了した事業年度の所
得金額の平均が年15億円を超える法人

• 増減試験研究費割合： （ⅰ）／（ⅱ）
 （ⅰ）  当期の試験研究費－比較試験研

究費（マイナスの場合、そのマイナ
スの額）

 （ⅱ）  比較試験研究費
• 比較試験研究費：当期前3年以内に開
始した各事業年度の試験研究費の平
均値

• 研究開発を行う一定のベンチャー企
業：以下の要件をいずれも満たす法人

 （ⅰ）  その事業年度が、設立日から同日
以後10年を経過する日までの期間

内の日を含む事業年度に該当する
こと

 （ⅱ）  その事業年度終了の時において、
大法人（資本金の額が 5億円以上
である法人等）の100％グループ法
人に該当する法人（大法人による
完全支配関係がある法人等）及び
株式移転完全親法人のいずれに
も該当しないこと

 （ⅲ）  その事業年度終了の時において、
翌期繰越欠損金額を有すること

• 試験研究費割合：当期の試験研究費
／平均売上金額

• 平均売上金額：当期及び当期前3年以
内に開始した各事業年度の売上金額
の平均値

• 控除割増率：（試験研究費割合－10％）

図表1 税額控除率

増減試験研究費割合 税額控除率（*）

9.4％超の場合
10.145％＋（増減試験研究費割合－9.4％） × 0.35
（上限 ： 14％）

9.4％以下の場合
10.145％－（9.4％－増減試験研究費割合）× 0.175
（下限 ： 2％）

（*） 設立事業年度又は比較試験研究費が零の場合には8.5％とされる。

図表2 控除上限額

控除上限額

下記以外 法人税額×25％

売上が一定程度減少したにもかかわらず、 
研究開発投資を増加させた企業（*） 法人税額×30％

研究開発を行う一定のベンチャー企業 法人税額×40％
（*） 以下の要件をいずれも満たす事業年度に適用される。
　・基準年度比売上金額減少割合 ≧ 2％
　・試験研究費の額 ＞ 基準年度試験研究費の額

図表3 試験研究費割合10％超の場合の特例

税額控除率 
（上限：14％） 税額控除率（原則） ＋ 税額控除率（原則）× 控除割増率

控除上限額 控除上限額（原則） ＋ 法人税額×｛（試験研究費割合－10％）×2｝
（上限：法人税額×10％）
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×0.5（上限10％）
• 基準年度比売上金額減少割合：（ⅰ） 
が（ⅱ）に満たない場合の（（ⅱ）－（ⅰ））／ 

（ⅱ）の金額（（ⅱ）が零の場合及び基準事 

業年度がない場合、零）
 （ⅰ）  当期の売上金額
 （ⅱ）  基準事業年度の売上金額
• 基準年度試験研究費の額：基準事業年
度の試験研究費の額

• 基準事業年度：2020年2月1日前に最後
に終了した事業年度

2. オープンイノベーション型税額控除
制度（特別試験研究費に係る税額控
除制度）

引き続き、質の高い研究開発を推進して
いく観点から、オープンイノベーション型
税額控除制度（特別試験研究費の額に税
額控除率を乗じた金額を法人税額から控
除する制度）の対象となる特別試験研究
費の範囲に、国立研究開発法人等の外部
化法人との共同試験研究及び国立研究開
発法人等の外部化法人に対する委託試験
研究に係る試験研究費が追加され、その
税額控除率が2 5％とされる等の改正が行
われました（2021年4月1日以後に支出する
試験研究費の額について適用される）。

3. 研究開発税制の対象となる試験研究
費の額の見直し

（1） 試験研究費の額に追加されたもの
改正前の研究開発税制においては、所

得の金額の計算上損金算入される試験研
究費の額が対象とされていたことから、資
産の取得価額に含まれる試験研究費の額
は対象外となっていました。したがって、
自社利用のソフトウエア1などの資産の製
作のための試験研究費の額が法人税の課
税所得の計算上資産の取得価額に含まれ
る場合には、その試験研究費の額は研究
開発税制の対象外とされていました。
一方、日本経済が生き残るために急務と

されるAIやデータを活用した「サービス」
提供型のビジネスモデルに転換するため
には、販売・構築してメンテナンスで収益
を得る「パッケージソフトウエア」ではな
く、データ収集・解析を行う「クラウド」を
活用したビジネスモデルの構築が不可欠
と考えられることから、2 0 21年度税制改
正では研究開発税制の対象となる試験研
究費の額の範囲が拡充され、研究開発費
として損金経理をした金額のうち、損金算
入されずに資産の取得価額に含まれる試
験研究費の額についても研究開発税制の
対象とされました。なお、試験研究費の額
が損金算入されずに資産の取得価額に含
まれるものは自社利用のソフトウエアに限
られるものではなく、自社利用のソフトウ
エアか否かで取扱いを変える理由もない
ことから、棚卸資産、固定資産2及び繰延
資産 3の取得価額に含まれる試験研究費
の額が、研究開発税制の対象に追加され
ています。
また、棚卸資産の製作のための試験研

究費については、改正前はその棚卸資産
を販売して売上原価として損金算入され
る時点で研究開発税制の対象とする取扱
いとされていましたが、改正により、研究
開発税制の対象となる時点が販売時から
支出時（損金経理をした事業年度）に変更
されました。

（2）  試験研究費の額から除外された 
もの

以下の額が、試験研究費の額から除外
されました。
• （ 1）の固定資産又は繰延資産の償却
費、除却による損失及び譲渡による損
失の額（（1）の改正に伴う除外）

• その事業年度の収益に係る売上原価、
完成工事原価その他これらに準ずる原
価の額（（1）の改正に伴う除外）

• 新たな知見を得るため又は利用可能な
知見の新たな応用を考案するために行
う試験研究に該当しない試験研究のた
めに要する費用の額（いわゆる「リバー

スエンジニアリング」の除外の明確化）

（3） 適用時期
（1）及び（2）の改正は、2021年4月1日以
後に開始する事業年度について適用され
ます。

Ⅱ

人材確保等促進税制

1. 法人税における特例措置

COVID-19の感染拡大により労働者を取
り巻く環境が大きく変化し、企業の採用
状況が悪化している状況を踏まえ、2 0 21

年度税制改正では、継続雇用者に対する
給与等支給額の増加や一定額以上の国内
設備投資等に着目した従来の大企業向け
の「賃上げ及び投資の促進に係る税制」が
見直され、新規雇用者に対する給与等支
給額の増加等に着目した「人材確保等促
進税制」とされました。
この「人材確保等促進税制」は2022年

度税制改正において再度見直され、2022

年 4月1日以後に開始する各事業年度につ
いては、継続雇用者に対する給与等支給
額の増加等を要件とした制度に改正され
ることが予定されています。そのため、以
下に示す「人材確保等促進税制」の内容
は、2021年4月30日～2022年3月31日まで
の間に開始する各事業年度に限って適用
されることになると思われます。

大企業向けの適用要件及び税額控除
【適用要件】
（ⅰ）  新規雇用者給与等支給額 ≧ 新規

雇用者比較給与等支給額×102％
（ⅱ）  当期の教育訓練費の額 ≧ 前期の教

育訓練費の額×120％

【税額控除】（法人税額の20％が上限）
• 【適用要件】の（ i）のみを満たす場合： 

控除対象新規雇用者給与等支給額×
15％
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• 【適用要件】のすべてを満たす場合：控
除対象新規雇用者給与等支給額×
20％

用語の意義
• 大企業： 「 I. 研究開発税制　1. 一般型
税額控除制度」の用語の意義参照

• 新規雇用者給与等支給額：国内新規雇
用者（雇用保険法の一般被保険者に限
る。）に対する給与等支給額で、当期の
所得の金額の計算上損金算入される 

もの
• 国内新規雇用者：法人の国内雇用者の
うち、その法人の国内の事業所に勤務
することとなった日から1年を経過して
いない雇用者（支配関係がある法人か
ら異動した者及び国外事業所から異動
した者等を除く。）

• 国内雇用者：法人の使用人（役員の特
殊関係者及び使用人兼務役員を除
く。）のうち、その法人の国内の事業所
に勤務する雇用者として、労働基準法
に規定する賃金台帳に記載された者

• 新規雇用者比較給与等支給額：前期の
新規雇用者給与等支給額

• 控除対象新規雇用者給与等支給額：当
期の国内新規雇用者に対する給与等
支給額のうち、調整雇用者給与等支給
増加額に達するまでの金額

• 調整雇用者給与等支給増加額：雇用者
給与等支給額から比較雇用者給与等
支給額を控除した金額

• 雇用者給与等支給額：国内雇用者に対
する給与等支給額で、当期の所得の金
額の計算上損金算入されるもの

• 比較雇用者給与等支給額：前期の雇用
者給与等支給額

2. 法人事業税（外形標準課税）付加価値
割における特例措置

外形標準課税の対象法人が、2021年4

月1日～2022年3月31日までの間に開始す
る各事業年度 4において、「1. 法人税にお

ける特例措置」の【適用要件】（ⅰ）の要件を
満たす場合には、付加価値割の課税標準
である付加価値額から一定額を控除する
ことができます。

Ⅲ

租税特別措置の適用制限

大企業が、2024年3月31日までに開始す
る各事業年度において、以下に掲げる【要
件】のいずれにも該当しない場合（その事
業年度の所得金額がその前事業年度の所
得金額以下である一定の場合を除く）に
は、以下の【特定税額控除規定】を適用す
ることができません。

【要件】5

（ⅰ）  継続雇用者に対する当期の給与等
支給額 ＞ 継続雇用者に対する前期
の給与等支給額

   （いずれも零の場合、この要件を満
たすものとされる。）

（ⅱ）  国内設備投資額 ＞ 当期償却費総額
×30％

【特定税額控除規定】
以下の租税特別措置における税額控除

制度
• 研究開発税制
• 地域未来投資促進税制
• 認定特定高度情報通信技術活用設備
（5G）投資促進税制

• カーボンニュートラルに向けた投資促
進税制6

• デジタルトランスフォーメーション投資
促進税制 7

用語の意義
• 大企業： 「 I. 研究開発税制　1. 一般型
税額控除制度」の用語の意義参照

• 継続雇用者：当期及び前期の全期間の
各月において給与等の支給を受けた一
定の国内雇用者

• 国内雇用者： 「 II. 人材確保等促進税制　

1. 法人税における特例措置」の用語の
意義参照

• 国内設備投資額：法人が当期に取得等
をした国内事業の用に供する資産（棚
卸資産、有価証券及び繰延資産を除
く。）のうち、建物及び建物附属設備、
構築物、機械装置、船舶、航空機、車
両運搬具、工具及び器具備品、一定の
無形固定資産並びに一定の生物（時の
経過によりその価値の減少しないもの
を除く。）で当期末において有するもの
の取得価額の合計額

• 当期償却費総額：法人の有する減価償
却資産につき当期の償却費として損金
経理をした金額の合計額

Ⅳ

外国法人から受ける配当等の 
額に係る外国源泉税等の額の
取扱い

内国法人が外国法人から受ける剰余金
の配当等の額に係る外国源泉税等の額の
取扱いについて、改正前においては、以下
のような状況となっていました。
• 外国子会社から受ける剰余金の配当等
の額がある場合において、その外国子
会社に係る特定課税対象金額がある
ときは、その特定課税対象金額の如何
にかかわらず、その剰余金の配当等の
額に係る外国源泉税等の額の全額が
損金算入できることとされていたことか
ら、損金算入額が外国子会社合算税制
による課税額を超えるといった課税上
の弊害が生じ得る状況

• 外国子会社以外の外国法人から受け
る剰余金の配当等の額がある場合に
おいて、その外国法人に係る特定課税
対象金額があるときは、その特定課税
対象金額を超える部分が益金算入とさ
れる一方、剰余金の配当等の額に係る
外国源泉税等の額の全額が外国税額
控除制度の対象外とされており、国際
的二重課税が生じ得る状況
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このような取扱いは、外国源泉税等の
額が剰余金の配当等の額の全額を課税標
準として課されるものであるとの考え方を
重視したものと解されます。一方、費用収
益対応や国際的二重課税調整をより適切
に行う観点からは、外国源泉税等の額に
ついて、それぞれ外国子会社合算税制に
よる合算所得金額に対応する部分を区分
して損金算入の可否や外国税額控除制度
の適用の可否を判定することも許容され
るものと考えられることから、2021年度税
制改正において以下の改正が行われまし
た （図表4参照）。
• 外国子会社から受ける剰余金の配当等
の額に係る外国源泉税等の額の損金
算入について、その剰余金の配当等の
額のうちその外国子会社に係る特定課
税対象金額に達するまでの金額に対応
する部分に限ることとする（改正前：全
額損金算入）。

• 外国子会社以外の外国法人から受け
る剰余金の配当等の額に係る外国源
泉税等の額の外国税額控除制度の適
用について、その外国法人に係る特定
課税対象金額を超える金額に対応する
部分に限り、その適用を認めることと

する（改正前：全額不適用）。

用語の意義
• 外国子会社：内国法人が発行済株式等
の25％以上（租税条約の二重課税排除
条項において25％未満の割合が定めら
れている場合には、その租税条約に定
める割合）を、配当等の支払義務が確
定する日以前 6ヵ月以上引き続き直接
に有している場合のその外国法人

• 特定課税対象金額：内国法人が外国
子会社合算税制における合算課税の対
象とされた外国法人から剰余金の配当
等を受ける日を含む事業年度（配当事
業年度）及び配当事業年度開始の日前
10年以内に開始した各事業年度におい
て、合算課税された一定の金額

Ⅴ

外国税額控除制度

外国税額控除制度において、日本の法
人税の課税対象とならない金額を課税標
準として課される外国法人税の額は、国
際的二重課税の排除という制度趣旨に鑑
みて、その対象から除外されています。

2020年度税制改正では、上記の趣旨に
基づき、以下の2つの外国法人税の額が、
外国税額控除制度の対象とならない外国
法人税の額に追加されました。
なお、この改正は内国法人の2021年4月

1日以後に開始する事業年度の所得に対す
る法人税について適用されます。
（1）  他の者の所得の金額に相当する金額

に対し、これを内国法人 8の所得の
金額とみなして課される外国法人税 

の額
たとえば、内国法人が行ったB国子会

社経由のA国子会社に対するライセンスの
付与について、A国当局が内国法人とA国
子会社との直接取引とみなし、A国子会社
からB国子会社に対する使用料をA国子会
社から内国法人に対する使用料としてA国
源泉税を課税した場合には、そのA国源
泉税は外国税額控除制度の対象とならな
い外国法人税の額に該当することとなり 

ます。
（2）  内国法人の国外事業所等の所在する

国や地域において、その国外事業所
を通じて行う事業から生じる所得に
課される他の外国法人税の課税標準
となる所得の金額に相当する金額に、

図表4 外国法人から受ける配当等の額に係る外国源泉税等の額の取扱い（*1）

外国法人の区分 配当等の 
額の取扱い

外国源泉税等の額の取扱い

損金算入 外国税額控除制度

外国子会社

特定課税対象
金額あり

特定課税対象金額に達するまでの
金額 100％免税 損金算入可

適用不可特定課税対象金額を超える金額 95％免税
（改正前） 損金算入可
（改正後） 損金不算入

特定課税対象金額なし 95％免税 損金不算入

外国子会社 
以外

特定課税対象
金額あり

特定課税対象金額に達するまでの
金額 100％免税

損金算入可

適用不可

（改正前） 適用不可
（改正後） 適用可 （*2）特定課税対象金額を超える金額 課税

特定課税対象金額なし 課税 適用可 （*2）

（*1） 外国法人から受ける配当等の額が損金算入配当でないことを前提としている。
（*2） 外国税額控除制度の適用を受ける場合には、その対象とされる外国源泉税等の額は損金不算入とされる。
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国外事業所等から関連者等 9への支
払に係る金額や国外事業所等がその
内国法人の関連者等から取得した資
産に係る損金算入される償却費の金
額を加算すること等の調整を加えた
金額に課される外国法人税の額

たとえば、内国法人のC国支店におい
て、関連者等に対する利子等の支払金額
等がないものとした場合に得られる所得
につき課税された場合には、その課税額
は外国税額控除制度の対象とならない外
国法人税の額に該当することとなります。
なお、具体的には、日本法人米国支店に
課される米国のBEAT（Base Erosion and 

Anti-abuse Tax）税制を想定していると思
われます。

Ⅵ

その他の2021年度税制改正 
項目

1. 改正産業競争力強化法に基づく3つ
の税制措置

COVID-19の影響、急激な人口減少等の
短期及び中長期の経済社会情勢の変化
に適切に対応して、「新たな日常」に向けた
取組みを先取りし、長期視点に立った企
業の変革を後押しするため、「産業競争力
強化法等の一部を改正する等の法律」（改
正産業競争力強化法を含む複数の改正法
を束ねた法律）が2021年6月9日に成立し
ました。
このうち改正産業競争力強化法におい

ては、（i）「グリーン社会」への転換、（ii）「デ
ジタル化」への対応、（iii）「新たな日常」に向
けた事業再構築を促進するための措置が
講じられるとともに、同法に基づく事業適
応計画の認定を受けることで適用が可能
となる以下の3つの税制措置が、租税特別
措置法において創設されました。これら
の措置は、2021年8月2日に施行されてい 

ます。

（ⅰ）  「グリーン社会」への転換：カーボ
ンニュートラルに向けた投資促進
税制

「2050年カーボンニュートラル」という高
い目標を達成するために、改正産業競争
力強化法の認定を受けた事業適応計画に
従って導入される「脱炭素化を加速する製
品を生産する設備」や「生産プロセスを大
幅に省エネ化・脱炭素化するための最新
の設備」の導入投資等について、税額控除
（税額控除率：最大10％）又は特別償却（特
別償却率：50％）ができる制度です。

（ii）  「デジタル化」への対応：デジタル
トランスフォーメーション投資促
進税制

デジタル技術を活用した企業変革を進
める観点から、改正産業競争力強化法の
認定を受けた事業適応計画に従って導入
されるソフトウエア等に係る投資につい
て、税額控除（税額控除率：最大5％）又は
特別償却（特別償却率：3 0％）ができる制
度です。

（iii）  「新たな日常」に向けた事業再構
築：繰越欠損金の控除上限の特例

COVID-19の感染拡大の影響により厳し
い経営環境にある企業が、果敢に抜本的
な企業変革に取り組むことができるよう、
改正産業競争力強化法に基づき事業適応
計画の認定を受けた場合には、2年間にわ
たって生じた欠損金額を、翌期以後、最大
で5年間、前向きな投資の範囲内で繰越
欠損金の100％繰越控除をすることができ
る制度です。

2. 株式対価M&Aを促進するための 

措置

2019年12月に成立した改正会社法にお
いて、完全子会社とすることを予定してい
ない場合であっても、株式会社が他の株
式会社を子会社とするため、自社の株式
を他の株式会社の株主に交付することが

できる制度（株式交付制度）が新たに設け
られました。これに伴い、税制において
も、日本企業全体の収益性の向上や産業
の新陳代謝を促していくため、株式を対価
とするM&Aを実行するための障害となっ
ているといわれている課税上の取扱い（株
式交付子会社の株主において、株式交付
子会社の株式を譲渡した時点で課税され
る点等）を整備し、株式交付子会社の株主
における株式交付子会社の株式の譲渡損
益の計上を繰り延べる制度が創設されま
した。
この制度のポイントは以下のとおりです。

• 株式交付子会社の株主が、株式交付に
より株式交付子会社の株式を譲渡し、
株式交付親会社の株式の交付を受け
た場合には、その譲渡した株式の譲渡
損益の計上が繰り延べられる。

• 株式交付により株式交付親会社の株
式以外の資産（現金等）が交付される
場合であっても、その株式交付により
交付を受けた株式交付親会社の株式
の価額がその株式交付により交付を
受けた金銭の額及び金銭以外の資産
の価額の合計額のうちに占める割合が
8 0％以上である場合には、その株式交
付親会社の株式に対応する部分の金
額については、この制度が適用される。

• 大臣による認定等は不要である。
• 適用期限は設けられておらず、恒久措
置である。

この制度は、2021年4月1日以後に行わ
れる株式交付について適用されます。
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本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMG税理士法人
大島秀平／パートナー

 03-6229-8000（代表電話）
 shuhei.ohshima@jp.kpmg.com

1  「自社利用のソフトウエア」とは、市場
販売目的のソフトウエア以外のソフ
トウエアのことをいいます。したがって、 
たとえばクラウド環境により顧客に利
用させるソフトウエアも「自社利用のソ
フトウエア」に該当します。

2  事業供用時において試験研究の用に
供する固定資産は除かれます。

3  試験研究のために支出した費用に係る
繰延資産は除かれます。

4  「1. 法人税における特例措置」に係る
2 0 2 2年度税制改正に伴い、本特例措
置についても、2022年4月1日以後に開
始する各事業年度より適用要件及び控
除額が見直される予定です。

5  2022年度税制改正により、2022年4月
1日～2024年3月31日までの間に開始す
る各事業年度において、資本金等の額
が10億円以上であり、かつ常時使用す
る従業員の数が1,0 0 0人以上である法
人のうち一定の法人については、【要件】
（ⅰ）が強化される予定です。
6  「VI. その他の2 0 21年度税制改正項目　

1. 改正産業競争力強化法に基づく3つ
の税制措置」をご参照ください。

7  「VI. その他の2 0 21年度税制改正項目　
1. 改正産業競争力強化法に基づく3つ
の税制措置」をご参照ください。

8  その内国法人と当該他の者との間に、
その内国法人が当該他の者（法人に限
る。）の株式等を直接又は間接に保有す
る関係、他の者と資産の販売等に係る
取引関係がある場合等の関係がある
場合におけるその内国法人に限ります。

9  以下の（ⅰ）及び（ⅱ）が該当します。

  （ⅰ）  他の者がその内国法人の議決権の
総数の25%以上を有する関係等が
ある場合における当該他の者（そ
の国外事業所等の所在する国や地
域に住所・居所、本店、主たる事
務所等又はその国・地域の国籍等
を有するものを除く。）

  （ⅱ）  その内国法人の本店等（その国外
事業所等の所在する国や地域に
所在するものを除く。）
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